
様式第２号（第５条関係）

　本業務は消防庁舎の清掃業務である。 
　当初、指名業者５者による指名競争入札を実施したが、落札者がなかっ
た。改めて競争入札に付す時間的余裕がなかったことから、随意契約によ
ることとし、入札参加者の中から随意契約を希望する者を募ったところ、当
該業者が応じたため随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

契 約 金 額
４,５１０,０００円

さいたま市西区西大宮３丁目４８番地外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 13 日

協働美装株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

消防局総務部消防施設課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西消防署外13施設庁舎清掃業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　西消防署中規模修繕工事に係る各執務室の移転に伴い、西消防署庁
舎内に設置している東日本電信電話株式会社埼玉事業部が整備した無
線機器を各移転先に仮移設し、消防体制を継続させるとともに、修繕工事
終了後に所定の場所に再移設するものである。
　当該機器は既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施行者以外の
者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じることか
ら、当該無線機器の整備業者である同者と地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号の規定に基づく随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 13 日

東日本電信電話株式会社
埼玉事業部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２１,４５０,０００円

消防局警防部指令課業 務 主 管 課 所 名

西消防署無線機器移設業務件 名

さいたま市西区西大宮３－４８西消防署外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　西消防署中規模修繕工事に係る各執務室の移転に伴い、西消防署庁
舎内に設置している東日本電信電話株式会社埼玉事業部が整備した消
防用高所カメラ機器を各移転先に仮移設し、消防体制を継続させるととも
に、修繕工事終了後に所定の場所に再移設するものである。
　当該機器は既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施行者以外の
者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じることか
ら、当該機器の整備業者である同者と地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定に基づく随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
７,４８０,０００円

さいたま市西区西大宮３－４８西消防署外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 13 日

東日本電信電話株式会社
埼玉事業部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

消防局警防部指令課業 務 主 管 課 所 名

西消防署消防用高所カメラ機器移設業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は南消防署東浦和出張所中規模修繕工事に伴い、南消防署東
浦和出張所庁舎内に設置している東日本電信電話株式会社埼玉事業部
が整備した無線機器を各移転先に仮移設し、消防体制を継続させるととも
に、修繕工事終了後に所定の場所に再移設するものである。 
　当該機器は既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施行者以外の
者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じることか
ら、当該無線機器の整備業者である同者と地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号の規定に基づく随意契約により契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 13 日

東日本電信電話株式会社
埼玉事業部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１９,８００,０００円

消防局警防部指令課業 務 主 管 課 所 名

南消防署東浦和出張所無線機器移設業務件 名

さいたま市南区大字大谷口5668番地南消防署東浦和出張所外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は富士通Japan株式会社が整備した「さいたま市消防緊急情報シ
ステム（指令・情報）」で運用中の消防事務システムに、　消防団出動旅費
を出動手当から出動報酬に改めたことに伴うソフトウェアの改修業務であ
る。 
　本システムは富士通Japan株式会社が独自に開発・構築したシステムで
あり、プログラムの著作権も同者が保有していることから、他の者によるシス
テム改修はできない。 
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
４,６２１,１００円

さいたま市浦和区常盤６－１－２８さいたま市消防局外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 9 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

消防局警防部指令課業 務 主 管 課 所 名

消防団員の処遇改善に伴う消防事務システム改修業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は西消防署中規模修繕工事に係る各執務室の移転に伴い、賃
貸借契約に基づき富士通リース株式会社関東支店が西消防署庁舎内に
整備した指令関連装置を各移転先に仮移設し、消防体制を継続させると
ともに、修繕工事終了後に所定の場所に再移設するものである。 
　当該システムは富士通リース株式会社関東支店との賃貸借契約により調
達したシステムであり、当該システムの整備業者である富士通Japan株式
会社埼玉支社以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著し
い支障が生じることから、当該システムの整備業者である同者と地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約により契約を
締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 9 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２６,５６５,０００円

消防局警防部指令課業 務 主 管 課 所 名

西消防署指令関連装置移設業務件 名

さいたま市西区西大宮３－４８西消防署外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は南消防署東浦和出張所中規模修繕工事に係る各執務室の移
転に伴い、賃貸借契約に基づき富士通リース株式会社関東支店が南消
防署東浦和出張所庁舎内に整備した指令関連装置を各移転先に仮移設
し、消防体制を継続させるとともに、修繕工事終了後に所定の場所に再移
設するものである。
　当該システムは富士通リース株式会社関東支店との賃貸借契約により調
達したシステムであり、当該システムの整備業者である富士通Japan株式
会社埼玉支社以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著し
い支障が生じることから、当該システムの整備業者である同者と地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約により契約を
締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２６,６５３,０００円

さいたま市南区大字大谷口5668番地南消防署東浦和出張所外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 6 月 9 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

消防局警防部指令課業 務 主 管 課 所 名

南消防署東浦和出張所指令関連装置移設業務件 名

業務委託随意契約結果表


